
新型コロナ新型コロナ
マンスリーレポートマンスリーレポート 登録はコチラ!

ワクチン接種は早くて
便利なLINE予約！
 友だち登録を！友だち

29,500人

突破！

4月号

市民の
3 分の１以上の人数が

友だち登録中！

●令和 5年度における新型コロナワクチンの接種のイメージ

令和5年度も、すべての方に自己負担なしで
新型コロナワクチンを接種いただけます。

令和 4 年度 令和 5 年度

12 歳以上12 歳以上

５〜 11 歳５〜 11 歳

6 か月6 か月
〜 4 歳〜 4 歳

令和 4 年令和 4 年
秋開始接種秋開始接種

初回接種
（1・2 回目接種）

追加接種
（3 回目接種）

令和 5 年春開始接種令和 5 年春開始接種

令和 5 年令和 5 年
秋開始接種秋開始接種

初回接種（1・2回目接種）を終了した
以下の方が対象

　・高齢者（65歳以上）
　・基礎疾患を有する方（12〜64歳）
　・医療従事者  等

基礎疾患を有する方（5〜11歳）は
さらに1回追加接種が可能

オミクロン株対応2価ワクチン
オミクロン株対応2価ワクチン

従来型ワクチン

オミクロン株対応2価ワクチン

オミクロン株対応2価ワクチン追加接種

初回接種（1・2回目接種）
を終了した

5歳以上のすべての方

使用するワクチン
は引き続き検討

初回接種（1〜３回目接種）
従来型ワクチン

上記以外の方
は対象外

5 月 8 日〜 8 月 9 月以降

現行の特例臨時接種＝ 自己負担なし 特例臨時接種の延長＝ 自己負担なし

初回接種を終了した 5歳 ～ 64 歳5歳 ～ 64 歳 の方のうち、
令和5年春開始接種（5/8～）を希望される方は、

接種券送付申請接種券送付申請をお願いします。

4/44/4 からから

申請開始！申請開始！

申請対象者

申請方法

・基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方
※過去に既に申請いただいている方は申請不要です。

・医療従事者の方
・高齢者施設等従事者の方  等

WEB 申請フォームから
※ WEB 申請が難しい方は電話でも受付します。（TEL 56-2353）

65歳以上の方は65歳以上の方は
申請不要です。申請不要です。

申請フォーム、詳細は
こちらから

3/20
開始

※5歳以上の初回接種は、令和5年度も引き続き実施します。



蒲郡市健康推進課

蒲郡市新型コロナワクチンコール
毎週月曜日～土曜日  9:00 ～ 17:00
TEL 0533-56-2353  FAX 0533-67-9101

（耳の不自由な方のお問い合わせ用）（おかけ間違いにご注意ください）

※ 本誌内容については、3⽉20日現在の情報です。４⽉の接種会場等の最新の情報は、新型コロナウイルスワクチン接種ガイド※ 本誌内容については、3⽉20日現在の情報です。４⽉の接種会場等の最新の情報は、新型コロナウイルスワクチン接種ガイド
（特設サイト）をご確認ください。（特設サイト）をご確認ください。

（接種や副反応に関する相談・予約受付コールセンター）
お問い合わせ先 特設サイトは

コチラ

体調不安や症状がある
場合は、無理せず自宅
で療養あるいは医療機
関を受診する。

その場に応じたマス
ク の 着 用 や 咳 エ チ
ケットの実施

換気、密集・密接・密
閉（三密）の回避は引
き続き有効

手洗いは日常の
生活習慣に

適度な運動、食事な
どの生活習慣で健や
かな暮らしを

新型コロナ感染防止の５つの基本
これからの身近な感染対策を考えるにあたって、”新たな健康習慣” についての見解が示されました。

第 118 回（令和５年３月８日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード

65 歳以上の高齢者は令和 5 年度は必ず 2 回ワクチンを接種しなければならないのでしょうか？

なぜ 5 月から令和５年度の接種が始まるのですか？

A1.65 歳以上の高齢者の方など重症化リスクが高い方については、国の審議会において、ワクチンの効果や持続期
間等を踏まえて通常、秋から冬に 1 回のところを、前倒しで 1 回追加することが望ましいとされました。
接種は義務ではなく個人の判断によるものですが、令和 5 年度は、春から夏の時期（5 月 8 日〜 8 月末まで）と秋
から冬の時期（令和 5 年 9 月〜）の 2 回の接種をお勧めしています。

A2.65 歳以上の方には、春から夏の時期（5 月 8 日〜 8 月末まで）と秋から冬の時期（令和 5 年 9 月〜）の 2 回の接種
をお勧めしています。これは、新型コロナの流行が見込まれる時期等を勘案し、一定期間の間に、接種を行うものです。
ここ数年、年末年始に流行がみられることから、5 歳以上のすべての方を対象として令和 5 年 9 月から年末までの間に
令和 5 年秋開始接種を行うことに加え、ワクチンの重症化予防効果は高齢者等では 6 か月程度で低下するとの報告もあ
ることや、令和 4 年秋に開始された高齢者の方のオミクロン株対応 2 価ワクチンの接種のピークは令和 4 年 11 月〜 12
月であったことから、高齢者の方等を対象に令和 5 年春開始接種を 5 月に開始します。
いずれの方についても、最終接種からの接種間隔は薬事上少なくとも 3 か月以上あけることとなっていますが、必ずし
も 3 か月後に打つことをお勧めしているものではありません。接種を希望される方は、国が推奨している時期に接種を
行うようにしましょう。

Q1

Q2

●よくあるご質問

　令和 4 年秋開始接種は令和５年 5月 7日で終了しますので、まだ令和 4 年秋開始接種を受けていない方のうち
令和 5 年春開始接種の対象者でない方（健常な 12 歳以上 65 歳未満の方）は、令和 4 年秋開始接種を希望される
場合には、必ず令和 5年 5月 7日までに接種してください。

令和４年秋開始接種は令和５年５月７日で終了します。！

●オミクロン株対応2価ワクチンは、少なくとも1・2回目接種を完了した5～11歳のお子様が対象です。
● ファイザー社の5～11歳用のオミクロン株対応2価ワクチンを使用しますが、最後の接種から3か月

以上の間隔をあけて接種します。

● 5歳から 11 歳のお子様への追加接種も 3月 20 日から、
　オミクロン株対応 2価ワクチンになりました。


